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令和７年４月現在 

 相談支援サービス提供開始にあたり、厚生労働省令に基づいて当事業所が説明すべ

き内容は次の通りです。 

１．事業者の概要 

名 称 社会福祉法人 福栄会 

所 在 地 東京都品川区東品川３丁目１番８号 

電 話 番 号 ０３－５４７９－２９８１ 

代表者氏名 理事長 西村 信一 

設 立 年 月 平成元年３月８日 

２．事業の概要 

事業の名称 品川区南品川障害児者相談支援センター   

事業の種類 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく指定特定相談支援事

業者及び指定障害児相談支援事業 

事業の目的 障害児者及び障害児の保護者の生活全般にわたる相談を受け、必

要な療育・支援を提供し、その自立と社会参加の促進をはかりま

す。 

施設開設年月日 令和４年１０月１日 

施設所在地 東京都品川区南品川３丁目７番７号 

（電話）０３‐５４６０‐５３０１ 

事業所番号 １３３０９０１４３８（指定特定相談支援事業） 

１３７０９００２８２（指定障害児相談支援事業） 

利用対象者 区内に居住する知的障害者、身体障害者、難病等対象者、障害児

とその家族及び区長が必要と認める者。 

利用者定員 なし 

運営方針 ① 利用者の人権尊重を基本とし、利用者が安心して住みなれた

地域で社会生活をおくることができるよう支援、援助に万全

を期します。   

②事業の実施にあたっては、品川区及び地域の保健・医療福祉サ

ービスとの綿密な連絡を図り、総合的なサービスの提供に努めま

す。 

事業を行なう地域 東京都品川区全域 

職員研修実施状況 福栄会 研修計画により実施 

３．施設の職員体制及び職務内容 

職 種 常 勤 非常勤 合 計 職 務 内 容 

管 理 者 １  １ 運営管理の総括。相談支援専門員兼務。 

相談支援専門員 ５  ５ 生活全般に係る相談・サービス利用計画

及び障害児支援利用計画の作成等。うち

１名は管理者兼務。 



 

 

４．職員の勤務体制 

職 種 勤 務 体 制 

管 理 者 月曜日～土曜日 午前８時３０分～午後５時３０分 

        午前９時００分～午後６時００分 相談支援専門員 

 

５．営業日及び営業時間 

営業日・営業時間 月曜日～土曜日 午前９時００分～午後６時００分 

休 業 日 日曜日・祝祭日・１２月２９日～１月３日 

 

６．設備等の概要 

 設備の種類 室 数 備 考 

 相 談 室 １  

 事 務 室 １  

 

７．施設のサービス内容 

 （１）日常生活の相談支援及び情報提供 

     電話・面接・訪問等の方法により、日常的な問題や悩み等に対する相談に

応じ、必要に応じて住宅、就職、その他の福祉サービス等の情報提供を行な

います。 

 （２）サービス利用計画及び障害児支援利用計画の作成 

     契約に基づいて、利用者や家族の意向を踏まえ、自立した日常生活に向け

て、支援すべき課題を把握し、目標を達成するための支援計画書を作成しま

す。 

 （３）障害福祉サービス事業者との連絡調整 

     支援計画に基づき、サービス提供事業者につなぎ、事業者との契約や利用

について必要に応じて支援します。 

 （４）モニタリング・評価 

     概ね、毎月１回、利用者の状況を把握し、必要に応じて支援計画の見直し

や、目標の達成度について評価します。 

 （５）その他、必要に応じた支援 

 

８．利用料金 

サービス利用計画書及び障害児支援計画書の作成費は、障害者総合支援法及び

児童福祉法による全額給付になります。利用者の自己負担はありません。 

 

９．サービスの利用方法 

 （１）サービスの利用開始 

     利用者と当事業者が契約を締結した後、サービスの提供を開始します。 



 

 

 （２）サービスの終了 

   ①利用者の都合によりサービスを終了する場合は、文書でお申し出くだされば

いつでも終了できます。 

   ②当事業所がやむを得ない事情で、サービスを提供できなくなった場合は、終

了１か月前までに文書で通知します。 

   ③事業者は、利用者が故意または重大な過失により事業者若は相談支援専門員

の生命・身体・財産・信用等を傷つけることによって本契約を継続しがたい

重大な事情を生じさせ、その状況に改善が見込めない場合、本契約を解除す

ることができます。 

   ④自動終了 

    以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

    ア 利用者が長期の入院等で長期間利用がない場合。 

    イ 利用者の居所が品川区外に移動した場合。 

    ウ 利用者が亡くなられた時。 

 

１０．サービス内容に関する苦情対応 

利用者の権利を擁護し、サービスの向上を目指すために、利用者や家族等から

の相談や苦情申し立てについては、「苦情受付責任者」「苦情解決責任者」「第三

者委員」を設置し、適切、迅速に対応します。 

当事業所の担当者は下記のとおりです。 

 （１）苦情受付担当者  管理者      鴨志田 美保    

℡   ０３－５４６０－５３０１  

 （２）苦情解決責任者  品川区障害児者総合支援施設 

             相談支援課長   冨樫 幸範 

℡   ０３－５４６０－１２７０ 

 （３）第三者委員    ①朝倉由美子 携帯℡ ０８０－２２７６－６０２７ 

②三橋佳子   携帯℡ ０８０－２２７６－６０２８ 

③髙田伊久子 携帯℡ ０８０－２２７６－６０２９ 

④田久保京子  携帯℡ ０８０－２２７６－６０３０ 

⑤井上明裕  携帯℡ ０９０－１６６９－８３８０ 

⑥小野孝   携帯℡ ０８０－２２７６－６０２６ 

（４）その他の相談機関 

    当事業者以外に、以下の機関の苦情窓口でも受け付けています。 

    ①品川区福祉部障害者支援課 ℡ ０３－５７４２－６７１１ 

     月曜から金曜日 午前９時から午後５時まで 

    ②東京都社会福祉協議会 福祉サービス運営適正化委員会事務局 

   月曜から金曜日 午前９時から午後５時まで 

                  ℡  ０３－５２８３－７０２０ 



 

 

 

１１．虐待の防止のための措置 

   当事業者は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また、虐

待の防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けている恐れがある場合は直

ちに防止策を講じ品川区へ報告します。 

 

 

１２．その他運営に関する重要事項 

 （１）個人情報について 

   ①事業者は、業務上知り得た利用者またはその家族（代理人を含む）の秘密を

正当な理由なく第三者に漏らしません。 

   ②事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等

において、利用者の個人情報を用いません。 

   ③前項にかかわらず事業者は、利用者に医療上緊急の必要があると判断した場

合には、利用者及び家族等に関する必要な情報を関係機関に提供するものと

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

重要事項の説明の同意書 

令和  年  月  日 

 

指定特定相談支援及び指定障害児相談支援の利用にあたり、利用者に対

して契約書及び本書面に基づいて重要事項を説明しました。 

 

事業者 

    （所在地）  品川区南品川３－７－７ 

    （名 称）  品川区南品川障害児者相談支援センター 

 （説明者）              印 

 

私は、契約書及び本書面により、これから利用する指定特定相談支援及

び指定障害児相談支援について、事業者から重要な事項について説明を

受けました。 

 

利用者 

   （住 所） 

   （氏 名）               印 

（代理人または立会人） 

   （住 所） 

   （氏 名）               印 



 

 

 


